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令
和
元
年
十
二
月
六
日

第

六

十

一

号

増

刊

①

　
　
　
　
告
　
　
　
示
（
第
四
百
八
十
五
号
）

○�

福
岡
県
プ
ー
ル
衛
生
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
雑
　
　
　
報

○�

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

（
防
災
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○�

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡
県�

規
則
第
十
九
号
）
中
正
誤�

…
…
…
…
…
四

○�

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡
県
規
則
第
二
十�

一
号
）
中
正
誤�

…
…
…
…
…
四

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

　
福
岡
県
プ
ー
ル
衛
生
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

　
　
　
福
岡
県
プ
ー
ル
衛
生
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
福
岡
県
プ
ー
ル
衛
生
指
導
要
綱
（
平
成
十
五
年
六
月
福
岡
県
告
示
第
千
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
、
大
牟
田
市
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

　
　
　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
（
平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
条
第
二
項
中
「
所
管
」
を
「
所
掌
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
地
方
本
部
」
の
下
に
「
（
た
だ
し
、
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
は
全
て

の
地
方
本
部
）
」
を
加
え
る
。

　
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
第
一
号
中
「
福
岡
県
本
部
運
営
要
綱
」
を
「
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
運
営
要
綱
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
一
　
福
岡
県
内
に
大
雨
特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
。

　
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
設
置
す
る
。
」
の
下
に
「
（
前
項
第
四
号
の
津
波
注
意
報
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。

　
別
表
第
二
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
別
表
第
三
中

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

企
画
・
地
域
振
興
部

空
港
対
策
局

空
港
整
備
班

空
港
整
備
課
長

空
港
計
画
班

空
港
計
画
課
長

企
画
・
地
域
振
興
部

空
港
対
策
局

空
港
政
策
班

空
港
政
策
課
長

空
港
事
業
班

空
港
事
業
課
長

雑
　
　
　
報
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を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

総
務
部

行
政
経
営
企

画
班

一
　
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
災
害
関
係
文
書
の
浄
書
、
受
領
及
び
発
送
に
関
す

る
こ
と
。

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一
　
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�
　
罹
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四�

　
災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る

こ
と
。

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一
　
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
罹
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る

こ
と
。

三
　
災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四�

　
災
害
対
策
応
急
物
品
の
購
入
・
検
収
の
総
括
に
関

す
る
こ
と
。

企
画
・
地
域

振
興
部

空
港

対
策

局

空
港

整
備

班

一�

　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

空
港

計
画

班

一�

　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
・
地
域

振
興
部

空
港

対
策

局

空
港

政
策

班

一�

　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

空
港

事
業

班

一�

　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ

と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

商
工
部

中
小
企
業
振

興
班

一
　
商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関
東

及
び
関
西
地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ
っ
せ

ん
に
関
す
る
こ
と
。

三�

　
罹
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と

。
四
　
罹
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

県
土
整
備
部

水
資
源
対
策

課

一
　
総
合
的
な
水
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
災
害
地
の
給
水
及
び
上
水
道
の
管
理
指
導
に
関
す

る
こ
と
。

三�

　
ろ
水
器
及
び
給
水
車
の
配
車
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
四�

　
北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
建
設
事
業
に
関
す
る
こ
と

。

県
土
整
備
部

水
資
源
対
策

課

一
　
総
合
的
な
水
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
災
害
地
の
給
水
及
び
上
水
道
の
管
理
指
導
に
関
す

る
こ
と
。

三�

　
ろ
水
器
及
び
給
水
車
の
配
車
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
四
　
北
部
福
岡
緊
急
連
絡
管
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

商
工
部

中
小
企
業
振

興
班

一
　
商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
罹
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と

。
三
　
罹
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
部

農
山
漁
村
振

興
班

一�

　
特
殊
林
産
物
及
び
生
産
施
設
の
被
害
の
実
態
把
握

に
関
す
る
こ
と
。

建
築
都
市
部

都
市
計
画
班

一
　
被
災
宅
地
の
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
部

農
山
漁
村
振

興
班

一�

　
特
用
林
産
物
及
び
生
産
施
設
の
被
害
の
実
態
把
握

に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部

行
政
経
営
企

画
班

一
　
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
防
災
功
労
者
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

三�

　
災
害
関
係
文
書
の
浄
書
、
受
領
及
び
発
送
に
関
す

る
こ
と
。
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に
改
め
る
。

　
別
表
第
五
中
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を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
中
「
（
日
本
工
業
規
格B5

）
」
を
削
る
。

　
様
式
第
二
号
中
「
（
日
本
工
業
規
格B5

）
」
を
削
る
。

　
様
式
第
三
号
中
「
（
日
本
工
業
規
格B5

）
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
都
市
部

都
市
計
画
班

一
　
被
災
宅
地
の
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

二�

　
都
市
災
害
の
被
害
情
報
の
収
集
及
び
災
害
対
策
に

関
す
る
こ
と
（
公
園
を
除
く
）
。

建
築
都
市
部

公
園
街
路
班

一�

　
福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

二�

　
都
市
公
園
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と

。

建
築
都
市
部

公
園
街
路
班

一�
　
福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す

る
こ
と
。

二�
　
都
市
公
園
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と

。
三�

　
街
路
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
指
令
部

総
括
班

四
四

四
四

四
四

全
　
員

総
合
指
令
部

総
括
班

四
六

四
六

四
六

全
　
員

企
画
・
地
域
振

興
部

空
港
対
策
局

空
港
整
備
班

一

全
　
員

空
港
計
画
班

一

全
　
員

企
画
・
地
域
振

興
部

空
港
対
策
局

空
港
政
策
班

一

全
　
員

空
港
事
業
班

一

全
　
員

商
工
部

中
小
企
業
振
興
班

一

一

一

全
　
員

商
工
部

小
計

三

五

十
二

商
工
部

中
小
企
業
振
興
班

一

一

二

全
　
員

商
工
部

小
計

三

五

十
三

保
健
医
療
介
護

部

医
療
保
険
班

二

八

全
　
員

保
健
医
療
介
護

部

医
療
保
険
班

二

三

全
　
員
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正
　
　
　
誤

１
・
９
・
27

１
・
９
・
27

発
行
年
月
日

42
増刊①

42
増刊①

公
　
報

番
　
号

規
　
則

規
　
則

種
　
類

21 19
同
　
上

番
　
号

12 ２
ペ
ー
ジ

⃝ ⃝ 上
欄

⃝ ⃝ ⃝ 下

前
か
ら
10

前
か
ら
９

前
か
ら
９

前
か
ら
９

後
ろ
か
ら
５

行

備
　
考

10

」と
あ
る
の
は ○

「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
五
項
」
を○

「○

第○
○
○
○
○

九
十
二
条
第○

○
○

五
項
」

○

に
改
め
る
。

第
六
号○

第
四
号○

改
め
、
同
条

正

10

」と
あ
る
の

「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
五
項
」
に
改

め
る
。

第
六
項●

第
四
項●

、

●

「●

議●
●決

」

●

を●

「●

決●
●議

」

●

に●

改
め
、
同
条

誤


